
玉
軸
受
等
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
に
規
定
す
る
原
産
地
の
意
義
に
関
す
る
省
令
参
照
条
文

◎

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
原
産
地
の
意
義
）

第
五
十
条

法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
原
産
地
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
国

又
は
地
域
（
以
下
「
原
産
地
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

一

一
の
国
又
は
地
域
（
法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
国
又
は
地
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て

完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品

二

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の
物
品
を
そ
の
原
料
又
は
材
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
こ
れ
に
実
質
的
な
変
更

を
加
え
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
物
品

２
〜
３

（
省

略
）

◎

玉
軸
受
等
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
課
税
物
件
及
び
税
率
）

第
一
条

別
表
に
掲
げ
る
貨
物
で
平
成
十
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
プ
エ
ル
ト
リ
コ
を
含
む
。
）
を
原

産
地
と
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
条
に
お
い
て
「
特
定
貨
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
世
界
貿
易
機
関
協
定
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る

マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
マ
ラ

ケ
シ
ュ
議
定
書
又
は
世
界
貿
易
機
関
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
基
づ
く
条
約
に
お
け
る
関

税
の
譲
許
の
適
用
を
停
止
し
、
関
税
定
率
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
法
別
表
（
以
下
「
関

税
率
表
」
と
い
う
。
）
の
税
率
（
条
約
中
に
関
税
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
が
あ
り
、
当
該
関
税
の
譲
許
の
適
用
の
停
止
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合

に
当
該
特
別
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
の
規
定
に
よ
る
税
率
）
に
よ
る
関
税
（
第
五
条
に
お
い
て
「
一
般
関
税
」
と

い
う
。
）
の
ほ
か
、
別
表
に
定
め
る
税
率
に
よ
る
関
税
（
第
五
条
に
お
い
て
「
報
復
関
税
」
と
い
う
。
）
を
課
す
る
。

（
提
出
書
類
）

第
二
条

税
関
長
は
、
別
表
に
掲
げ
る
貨
物
を
平
成
十
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
輸
入
申
告
（
関
税
法
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
申
告
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
貨
物
に
あ
っ
て
は
、
当

該
特
例
申
告
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
際
（
税
関
長
が
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
輸
入
申
告
後
そ
の
理
由

に
よ
り
相
当
と
認
め
ら
れ
る
期
間
内
）
に
、
当
該
貨
物
の
原
産
地
を
証
明
し
た
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
原
産
地
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
第
五
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
は
、
原
産
地
証
明
書
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
証
明
に
係
る
物
品
」
と
あ
る
の
は
、
「
証
明
に
係
る
物
品
の
記
号
、
番
号
、
品
名
、
数
量
及
び



原
産
地
が
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
物
品
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
原
産
地
の
意
義
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
条
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
産
地
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
簡
易
税
率
適
用
貨
物
等
の
適
用
除
外
）

第
四
条

法
第
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
貨
物
及
び
法
そ
の
他
関
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
関

税
の
率
（
条
約
中
に
関
税
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
の
規
定
に
よ
る
税
率
）
が
無
税
と
さ
れ
て
い
る
貨
物
（

当
該
貨
物
に
関
税
が
課
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
法
第
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も

の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
関
税
法
の
適
用
）

第
五
条

特
定
貨
物
に
課
す
る
一
般
関
税
及
び
報
復
関
税
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
関
税
と
し
て
関
税
法
第
二
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

◎

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
（
抄
）

（
完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
の
指
定
）

第
八
条

令
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
（
原
産
地
の
意
義
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

一

一
の
国
又
は
地
域
（
法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
国
又
は
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
採
掘
さ
れ
た
鉱
物

性
生
産
品

二

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
た
植
物
性
生
産
品

三

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
生
ま
れ
、
か
つ
、
成
育
し
た
動
物
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

四

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
動
物
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
得
ら
れ
た
物
品

五

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
狩
猟
又
は
漁
ろ
う
に
よ
り
得
ら
れ
た
物
品

六

一
の
国
又
は
地
域
の
船
舶
に
よ
り
公
海
並
び
に
本
邦
の
排
他
的
経
済
水
域
の
海
域
及
び
外
国
の
排
他
的
経
済
水
域
の
海
域
で
採
捕
さ
れ
た
水

産
物

七

一
の
国
又
は
地
域
の
船
舶
に
お
い
て
前
号
に
掲
げ
る
物
品
の
み
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
生
産
さ
れ
た
物
品

八

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
収
集
さ
れ
た
使
用
済
み
の
物
品
で
原
料
又
は
材
料
の
回
収
用
の
み
に
適
す
る
も
の

九

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
製
造
の
際
に
生
じ
た
く
ず

十

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ
る
物
品
の
み
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
生
産
さ
れ
た
物
品

（
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
加
工
又
は
製
造
の
指
定
）

第
九
条

令
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
は
、
法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
物
品
の
該
当
す
る
関
税
定
率
法
別
表
の
項
が
当
該
物
品
の
原
料
又
は
材
料
（
令
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
物
品
を
生
産

し
た
国
又
は
地
域
が
原
産
地
と
さ
れ
る
物
品
を
除
く
。
）
の
該
当
す
る
同
表
の
項
と
異
な
る
こ
と
と
な
る
加
工
又
は
製
造
（
別
表
の
中
欄
に
掲
げ



る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
加
工
又
は
製
造
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
送
又
は
保
存
の
た
め
の
乾
燥
、
冷
凍
、
塩
水

漬
け
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
操
作
、
単
な
る
切
断
、
選
別
、
瓶
、
箱
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
包
装
容
器
に
詰
め
る
こ
と
、
改
装
、
仕
分
け
、

製
品
又
は
包
装
に
マ
ー
ク
を
付
け
又
は
ラ
ベ
ル
そ
の
他
の
表
示
を
張
り
付
け
若
し
く
は
添
付
す
る
こ
と
、
非
原
産
品
の
単
な
る
混
合
、
単
な
る
部

分
品
の
組
立
て
及
び
セ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
成
る
操
作
を
除
く
。


